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第1章 総 則

１．適用範囲

この仕様書は、「第 08-3002 号 寺口給食センター用加圧ポンプ更新工事」に

適用する。

この仕様書、設計書（設計図）に記載のない事項については、公益社団法人日本

水道協会発行「水道工事標準仕様書【設備工事編】」、国土交通省大臣官房官

庁営繕部監修「公共建設工事標準仕様書（建築工事編）」、「公共建設工事標準

仕様書（機械設備工事編）」、「公共建設工事標準仕様書（電気設備工事編）」

の最新版（修補版）に準じるものとし、その他は監督員との打合せにより決定する。

２．法令、関係規定の遵守

受注者は工事の施工に当たり、関係する諸法令、基準ならびに規定等を遵守し、

業務の円滑な進歩を図るとともに、諸法令等の適用・運用は受注者の責任と費用

負担において行わなければならない。



３．基本事項

本工事は、契約書、特記仕様書および設計書（以下「設計図書」という）に基づいて

行い、設計図書に明記されていない事項については、監督員と協議・確認のうえ実

施する。

４．提出書類

契約事項に関する書類のほか、次の書類を提出すること。ただし、その他に監督員が

必要と認めた書類は追加で提出すること。

ア 実施工程表

イ 施工計画書

ウ 使用機器及び材料に関する承諾図書

エ 完成図書（工事記録写真を含む）

（印刷物２部及び電子図書１部）

（電子図書はCD-ROM とする）



５．疑義

設計図書に定める事項について疑義等がある場合は、監督員と協議のうえ決定す

ること。

６．関係各所への調整・手続

受注者は関係諸官庁、他企業、地元および第三者に対する一切の手続きを行うとと

もに、その経過については速やかに監督員に報告すること。なお、手続き等に必要

な経費は受注者の負担とする。

７．機械器具および工事用材料の管理

工事に使用する各種材料および機械器具は、工程表に従い工事の進捗に支障の無

いよう手配するとともに、品質管理および保管管理等は受注者が行うものとする。

８．機器の機能保持

受注者は工事完了の際、試験運転開始までの機器の機能保持に必要な措置を講

じなければならない。



９．事前調査

受注者は工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事等について綿密な調査を行い

実状を把握のうえ、工事を施工すること。

１０.障害物件

工事期間中、障害物件の取扱いについては監督員と協議のうえ監督員の指示に従

うこと。

１１.衛生管理

受注者は、水道施設構内又はその付近での作業に当たって、関係法令を遵守し、衛

生管理に十分注意すること。

１２.安全管理

受注者は、工事の施工に当たり関係法令を遵守し、労働災害、公衆災害等の防止

に必要な措置を講じ、安全管理に努めなければならない。

受注者は、酸素欠乏危険個所、高所、地下、道路上その他特に危険が予想される箇

所では事故防止に努めなければならない。

受注者は、火気を使用する場合、十分な防火措置を講じなければならない。



１３.作業時間

作業時間は原則として発注者の勤務時間に倣うこと。ただし、土・日曜、祝日および

平日時間外の作業を行う場合には、事前に監督員に報告し承認を得るものとす

る。

１４.工程等の打合せ

受注者は工程等について、事前に監督員と十分な協議および確認、連絡のうえ、

浄水場等の運転業務および葛城市学校給食センターの業務に支障を与えないよ

う細心の注意を払い工事を遂行すること。

１５.事故および機器の不具合

受注者は、工事施工中に人身事故および第三者に損害を与えた事故、施設または

設備機器または周辺地域に影響を及ぼす事故が発生した場合は、直ちに監督員

および関係各所へ連絡しなければならない。また、受注者の責任に帰する事故お

よび機器等の不具合については、受注者の責任と負担により速やかに処置すると

ともに、監督員へも速やかに報告しなければならない。ただし、責任の所在が明確

でない場合には、その都度、監督員と受注者で協議のうえ決定する。



第2章 工 事

Ⅰ.工事目的

本工事は、劣化した葛城市学校給食センター向け加圧ポンプを更新し、その機能の

回復および維持を目的とするものである。

Ⅱ.工事対象設備

加圧給水機

機器の選定に関して、下記の条件を満たすこと

・既設品と同等程度の性能を有すること

・既設配管に大規模な改造を加えず施工可能であること

【既設品】

㈱川本ポンプ 製 「ポンパーＫＦ ＫＦ2 形」

・推定末端圧力一定インバータ制御

・自動交互並列運転

・5.5ｋｗ×２

・φ50×φ65

・200V×60Hz

・ポンプカバー付き



Ⅲ.施工

（1） 設計図書に示された設備が、その機能を完全に発揮できるように施工すること。

設計図書に明記の無い場合でも、当然必要な処置は誠実に施工すること。

（２） 設計図書、監督員の承認を得た承認図および施工図等に従って施工すること。

（3） 経験豊富かつ優秀な技術を有する技術者を従事させること。

（4） 資格、認定等を必要とする業務については、当該資格等を有する者に行わせるこ

と。

（5） 大型機材の搬入は計画を立案し監督員の確認を得ること。

（6） 機器の据付けにあたっては周囲の環境に対して十分考慮するとともに、据付ける

機器の性能を害さないよう水平垂直等に対して十分注意して施工すること。

（7） 受注者は、業務による不良部品等の交換、または特別の機材を必要とする補修

等が発生した場合、その内容を監督員に速やかに報告しなければならない。

（8） 受注者は、他の工事現場が隣接する場合、または同一場所において施工する別

途工事がある場合には、常に相互協調し、支障をきたさないように処置しなければ

ならない。

（9） 使用機器および材料については「水道工事標準仕様書【設備工事編】Ⅰ共通

編 2機器及び材料」に準拠し所定の規格、基準等に適合していなければならない。

また、施工後は「水道工事標準仕様書【設備工事編】Ⅰ共通編 4試験及び試運



転」に準拠した試運転を実施すること。その他、監督員が必要と認めた検査がある

場合は試験を実施し、各検査については成績表を提出すること。

なお、各試験および検査の結果、不良個所があれば指定の期日内に手直しを行

い、手直し完了後に監督員立ち合いのもと再試験を実施すること。

（10）本工事の竣工期日は令和 8年 9月 30日とする。



寺口受配水池


